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7 外郭団体改革基本方針
世田谷区は、平成17年（2005年）4月、区および外郭団体の取り組むべき課題や方向性

を示した「外郭団体改善方針」を策定し、外郭団体の一層の活性化と経営の改善・効率化に

取り組んできました。

この結果、区からの財政支援や人的支援、外郭団体の透明性の向上等について効果を上げ

たところですが、「官から民へ」の動きが加速する等、外郭団体をとりまく環境が大きく変化

するなかでは、引き続き、外郭団体の役割や事業の内容について見直しが必要です。

本計画においては、区の施策を着実に推進するために、区と外郭団体の役割分担や連携の

あり方、外郭団体における今後の事業方針を改めて見直し、これを推進するための、区にお

ける組織の見直しも視野に入れて改革に取り組むこととしました。

外郭団体の自主・自立に向け、より一層の効率的な経営の確立をめざし、向こう10年間に

おける区および外郭団体が取り組むべき改革の方向性を明らかにする「外郭団体改革基本方

針」を定めました。

❶対象とする団体

世田谷区外郭団体の指導調整事務要綱において定める、「区が資本金、基本金その他これに

準ずるものの4分の1以上を出資している団体および継続的な財政支出を行っている団体の

うち、特に指導、調整をする必要のある団体」を対象とします。

❷方針の位置づけ

外郭団体改革基本方針は、区政運営の基本的な指針である「世田谷区基本計画」の一要素

とし、この方針に基づく具体的な取組みについては、「世田谷区新実施計画」のなかで外郭団

体別に目標年次を定め、必要な改革に取り組みます。

❸平成17年度〜 25年度の改善成果

外郭団体の統合・再編⨋

「外郭団体改善方針」に基づき、団体の存在意義、設立目的の達成状況や実績を検証し、

下記の団体を統合再編しました。

①平成18年4月：（財）世田谷区勤労者サービス公社を解散し（財）世田谷区産業振興公社を設立。

②平成18年4月：（財）世田谷区都市整備公社と（財）せたがやトラスト協会を統合し、

（財）世田谷トラストまちづくりを設立。

③平成24年7月：（株）世田谷サービス公社と（株）エフエム世田谷を経営統合。
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財政支援の見直し⨋

事業内容の見直しや経営の効率化等により、区補助金の支出を約5億3,800万円削減し

ました。
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区からの職員派遣の見直し⨋

職員の人材育成や団体統合等により、区派遣職員数を44名削減しました。

団体経営の透明性の向上⨋

平成17年度（2005年度）からの個人情報保護法施行、区の個人情報保護条例改正施行

に合わせ、各団体の個人情報保護制度について、区の改正個人情報保護条例と調整を図り、

平成17年度末までに整備しました。

また、各団体は団体のホームページを運営して、情報提供を行っており、11団体が決算

状況等の財務情報及び就業規定等を公表しています。
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❹現状と課題

世田谷区は、新たな政策展開や重点課題の実現のために、その時代の社会状況を踏まえ、⨋

区が直接事業を実施するよりも外部組織に委ねた方が効率的・効果的である等の理由から

外郭団体を設立し、連携して公共サービスに取り組んできました。

外郭団体は、区と連携して行政サービスを補完・支援する役割を担うだけでなく、文化や⨋

スポーツの振興、健康増進、市民活動支援、高齢者や障害者を雇用した公共施設の維持管

理等、さまざまな分野で専門性の確保やノウハウの蓄積に努め、区民サービスを拡充する

役割を果たしています。

しかしながら、現在では、外郭団体の設置目的であった事業自体に民間事業者等が参入す⨋

るケースが出てきています。指定管理者制度＊の導入をはじめとする公共サービスにおけ

る民間委託化の範囲の拡大や、公益法人制度改革3法の施行等、外郭団体をとりまく社会

環境は大きく変化しています。

今後区は、さまざまな重点施策への取組みや社会保障関連経費、公共施設改築・改修経費⨋

等、財政需要への対応が大きな課題となっています。これらの課題に対応し、基本構想が

示す区の将来像の実現に向けた施策を確実に進めるために、一層の経費縮減により、さら

に安定した財政基盤を確立する必要があります。

外郭団体をとりまく社会環境が大きく変化しているなかで、区は、これまでの実績を踏ま⨋

え、新たなニーズに対応した区と外郭団体との連携のあり方を検討する必要があります。

また外郭団体は、改めて公益に果たす自らの役割や存在意義を再認識したうえで、他の民

間事業者等の参画が困難な事業に積極的に取り組み、効率的・効果的な区民サービスの提

供と区の将来負担の縮減を実現する経営体制の構築が求められています。

❺改革の取組み方針

上記の現状と課題を踏まえ、区の施策を着実に推進するために、下記の取組み方針に基づ

き、外郭団体の改革に取り組みます。

①外郭団体のあり方に関する見直し

外郭団体の存在意義を再検証し、外郭団体が担う事業と民間事業者等による公共サー

ビスの提供が可能な事業との違いを明確にします。さらに、外郭団体が担う事業に関し

ても、団体の自らの役割や存在意義を再認識したうえで、区からの受託により実施する
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事業と団体が自主的に実施する事業との区分を整理し、区と外郭団体双方の組織体制を

点検します。

また、外郭団体の本来の役割である公益性と専門性を活かし、区民サービスの向上と

経営効率化による財政基盤の強化をめざすとともに、それぞれの役割に応じた外郭団体

のあり方の抜本的な見直しを検討し、外郭団体の統合、廃止、事業再編等を進めます。

②外郭団体への委託事業に関する見直し

外郭団体への委託事業について、外郭団体の専門性・独自性等を活かした適切なサービ

ス提供となっているか、区による直営や民間事業者への委託等と比較して、優位性、効率性

があるか等を検証し、引き続き当該団体へ委託することの適否について検討を継続します。

③財政的支援・関与の見直し

区から外郭団体への補助金について、団体の存在意義及び事業の公益性等から補助の必要

性を精査するとともに、事業運営の効率化の徹底を求め、補助金の適正化と縮減を進めます。

④人的支援・関与の見直し

区から外郭団体への職員派遣について、各団体の自主・自立を一層進めることにより、

行政ではできない外郭団体ならではの事業をめざす観点から、固有職員の育成状況や組

織運営の効率性・柔軟性等を見極めながら、計画的削減を進めます。

⑤中期経営目標の設定及び人事・給与制度の見直し

本基本計画の計画期間における各団体の財政計画及び人員計画を示させた上で、その

進捗状況と評価を公表し、区と外郭団体の連携に関する改革を着実に進めます。　　　

中期経営目標の設定⨋

　外郭団体の自立し安定した経営を実現するために、中期経営目標を設定します。

人事・給与制度の見直し⨋

　外郭団体に求められる役割を効率的・効果的に発揮し安定的に継続できる組織づく 

　りと、それを支える人事・給与制度の見直しを行います。また、引き続き職員の雇用

　条件と雇用形態の適正化を進めます。
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❻外郭団体別改革の方針

団体名 改革の方針

公益財団法人
せたがや文化財団

（団体所管部：生活文化部）

幅広い文化活動を展開するとともに、区民の多様な文化創造活
動、市民活動等を支援することにより、地域文化の振興と心豊か
な地域社会の形成に寄与する役割を果たす上で、今後も施設の管
理と運営を一体的に行うための財団の独自色を打ち出すとともに、
企業や各種団体等からの助成金、寄附金、協賛金の拡充などによ
る財政面の一層の強化を図ります。

公益財団法人
世田谷区産業振興公社

（団体所管部：産業政策部）

区内中小企業の経営安定と発展への支援をするとともに、勤労
者や事業主への福祉事業を行うことで、地域経済活性化を通じた
活力ある地域社会づくりに寄与するため、事業のあり方につい
て他団体との連携も視野に入れた検討を行うとともに、法人（組
織）形態のあり方についても検討します。

公益財団法人
世田谷区保健センター

（団体所管部：保健福祉部）

区民の健康の保持増進や、心身に障害を有する区民の自立を支
援することで、区民の福祉の向上に寄与するために、公益財団法
人としての役割を一層発揮します。梅ヶ丘拠点施設への保健セン
ターの移転に向けて、区民の健康づくりの支援や、がん患者等を
支える取組みの拡充、こころの健康等に関する相談窓口の整備と
ともに、地域医療機関への後方支援の強化などに取り組んでいき
ます。

法人の自立性を高めるため、収益事業の拡充など経営基盤の安
定化に取り組むとともに、経営の効率化を一層進めます。

一般財団法人
世田谷トラストまちづくり

（団体所管部：都市整備部）

自然環境や歴史的・文化的環境を保全した美しい風景のあるま
ちの実現、安全に安心して活き活きと住み続けられる共生のまち
の創出、居住環境を魅力的に守り育む活動とコミュニティの形成
に寄与するために設立した団体であり、公益法人化に向け、既存
事業の移管や整理等の検討を行います。また、経営の効率化を図
るとともに、人材の育成を行い、経営基盤の強化を図ります。

世田谷みどり33に向けた緑地保全や多様な住まいづくり・まち
づくりを推進するため、財団が蓄積してきたみどりのトラスト活
動やまちづくり活動を通じた住民等とのネットワーク、コーディ
ネート力を活かし、みどり・まちづくり事業の拡大を図ります。
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団体名 改革の方針

公益財団法人
世田谷区スポーツ振興財団

（団体所管部：スポーツ推進担当部）

区民のスポーツ及びレクリエーション活動の普及振興を通じて、
誰もが心身ともに健康で豊かな生活を送ることができる生涯ス
ポーツ社会の形成をめざします。

区との役割分担を改めて明確にした上で、世田谷区体育協会の
事務局としての役割も含め、各スポーツ団体との連携を通じ、公
益財団法人ならではの公共性の高い事業展開ができるよう、経営
の効率化を一層進めるとともに、自主財源のさらなる確保に努め
ます。

社会福祉法人
世田谷区社会福祉事業団

（団体所管部：高齢福祉部）

心身ともに健やかに、自立した日常生活を営むことができるよ
う、利用者の意向を尊重した多様な福祉サービスを総合的に提供
することにより、区民福祉の向上を実現する基盤整備に取り組み
ます。

団体の自立に向けて、経費削減や人件費の見直し等経営の効率
化や、新たな特別養護老人ホームの整備を行うなど事業の拡大及
び新規事業の実施により経営基盤の強化を進め、他の社会福祉法
人と同様の経営の自立化（本部補助と区派遣職員の廃止）を図り
ます。

これまで培ってきた高い専門性や経験を活かし、他の民間事業
所では対応の難しい先駆的な取組みや質の高いサービス提供を行
うなど、今後とも事業団の独自性や積極的な事業展開を図ります。

社会福祉法人
世田谷区社会福祉協議会

（団体所管部：保健福祉部）

区内の社会福祉を目的とした事業の企画や実施、社会福祉に関
する活動への住民の参加のための援助などを通じて、地域福祉を
推進します。

住民主体の理念に基づき、地域の多様な福祉課題の解決に取り
組むことにより、住民の誰もが、尊厳を持って自分らしい生き方
ができ、安心して次世代を育むことができる福祉のまちを実現す
る中核的な役割を担います。今後の区の地域包括ケアシステム確
立と地域行政制度の一翼を担うため、地域福祉の中間支援組織と
して意識改革と組織改革を進めていき、受託事業や権利擁護事業
等の自主事業等の拡大を図ることで、中間支援組織としての役割
を遂行し、財政基盤の確立を強化します。

その実現のために、人事・給与制度の見直し及び適正かつ効率
的な事業執行による経常経費の削減を図るとともに、新たな福祉
ニーズに積極的に取り組み、事業の拡大と収益確保を図り、自立
かつ持続可能な財政基盤を構築していきます。
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団体名 改革の方針

公益社団法人
世田谷区シルバー人材センター

（団体所管部：産業政策部）

高齢者が自らの知識や経験を活かした就業、社会奉仕活動の場
を確保し、いきいきと充実した生活を送れるよう支援することで、
活力ある地域社会づくりを進めます。

民間からの就業の場の受注拡大に努める一方、今後は高齢者の
生きがい対策としての社会奉仕活動にも積極的に取り組みます。

また、研修等を通じた新規会員のスキルアップ、社会奉仕活
動の場の確保、職員の能力開発・資質向上に向けて取組みを進
めます。

株式会社
世田谷サービス公社

（団体所管部：政策経営部）

区の地方公社として、公共施設の管理業務、障害者雇用や高齢
者雇用など地域雇用の促進を主軸として、地域に根ざした企業活
動に取り組みます。

法制度の改正等外郭団体をとりまく環境の変化に対応し、施設
維持管理等業務における専門性の再構築など事業全体を検証する
一方、一般民間事業者と競合する事業への参画について見直しを
行います。また、障害者雇用の場の拡大や他の外郭団体が行って
いる事業の統合、区内事業者との連携などによる、区の政策方針
に沿った新規事業の開発・獲得、将来につながる人材の確保･育成
･能力の向上などに積極的に取り組み、特に不採算事業の収支改善
を早期に実現する等、経営基盤を強化します。

株式会社
世田谷川場ふるさと公社

（団体所管部：生活文化部）

川場村との交流を通じて、区民にさまざまな形での「ふるさ
と」を創り出すための区民健康村づくり事業の推進役として、世
田谷区と川場村の縁組協定の理念および世田谷川場ふるさと公社
の設立目的を実現します。物産品販売などによる川場村のPRを通
じて、自主事業の収益を増加させることにより、経営基盤の安定
化を図ります。

多摩川緑地広場管理公社
（団体所管部：みどりとみず政策担当部）

広く一般区民のスポーツ及び憩いの場を提供し、健康な心身の
保持増進に寄与するため、多摩川河川敷に整備した運動施設の適
正な維持管理を図る目的で大田区と共同設置した団体であり、両
区からの委託により、地域に愛され、気軽にスポーツに親しむ運
動施設として、安心・安全・快適に楽しく利用できる施設管理運
営を行っています。

大田区と調整を図りながら、利用者ニーズにあったサービス提
供や会計処理のための効率的なシステム導入に向けて取り組むと
ともに、自主事業の拡大に向けて取り組み、自主運営可能な新た
な共同運営形態への移行をめざします。
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